
令和５年度ジュニア選手育成強化事業 要項 

 

１ 事業主体 

 (1) 主 催  高岡市教育委員会  (公財)高岡市体育協会  対象種目競技団体 

 (2) 共 催  高岡市スポーツ少年団  高岡市小学校長会  高岡市中学校体育連盟 

 (3) 主 管  対象種目競技団体 

   

２ 目  的 

 本事業は、ジュニア層（小学生・中学生）を中心に全国大会上位入賞、将来的に世界を舞台に活躍す

る選手の育成を目標とし、継続的な選手育成強化策を積極的に展開し、競技力の維持・向上に取り組む。 

 なお、目標期間を令和３年度から令和７年度（５年間）の継続事業として取り組む。 

 (1) 基本方針 

  ① 競技団体による小学生から中学生の強化計画（一貫指導体制）づくり。 

  ② スポーツ少年団並びに中学校体育連盟、競技団体ジュニアクラブ活動との連携強化。 

  ③ 指導者の確保及び資質向上。 

  ④ 各種目の育成、強化拠点の整備。 

 (2) 対象者 

  ① 高岡市内の小学校及び中学校に在籍するもの。 

  ② 高岡市内に拠点を有するクラブに在籍するもの。 

 (3) 対象種目 

・水泳 ・陸上 ・ソフトテニス ・卓球 ・バドミントン ・バレーボール 

・バスケットボール ・ハンドボール ・サッカー ・相撲 ・柔道 ・レスリング 

・フェンシング                      計： １３種目  

 

３ 目標の設定 

 (1) 本事業を通して、将来的に全日本代表選手として、国際大会・世界で活躍また全国大会上位入賞

できるトップアスリートの育成。 

 (2) 北信越・富山県代表として、全国大会（国民体育大会、全国中学校体育大会、日本連盟・協会主

催大会）に出場する選手の育成。 

 (3) 富山県民体育大会、富山県中学校総合体育大会の優勝を目標とする。県民体育大会においては、

中学の部総合得点を 90点台に目標とする。 

 (4) 指導者の資質向上及び選手の意識啓発を図る。 

 (5) 競技アドバイザーを選任（招聘）し、選手の競技力向上と、指導者の資質向上を図るための講習

会（講演・実技を含む）の定期実施。 

※ 各団体からの重点要望等により、次年度事業費の増減を図ることがある。 

 

４ 事業内容 

 (1) 定期的活動 

  ① 年間を通しての定期練習の実施。 

  ② 育成強化拠点（拠点練習箇所）の確保に努める。 

 (2) 競技スポーツ教室 

  ・ 競技人口の拡大、選手の発掘に努める。 



 

 (3) 強化練習会 

  ① 年齢区分による合同練習会の実施。 

  ② 学校、地域、企業が連携した合同練習会の実施。 

 (4) 強化合宿 

  ① 年齢区分による合同合宿の実施。 

  ② 学校、地域、企業が連携した合同合宿の実施。 

 (5) 強化遠征 

  ① 強豪チーム（全国トップレベル）との交流。 

  ② 遠征試合。 

 (6) 優秀選手及び指導者招聘 

  ・ 優秀選手及び指導者を招聘しての練習会や講習会の実施。 

 (7) 研修会活動 

  ① 指導者資質向上研修会。 

  ② 中央競技団体等主催研修会への参加。 

  ③ 高岡市体育協会が実施する指導者研修会への積極的参加。 

 

５ 事業実施までの手続き 

 (1) 基本計画の策定 

   高岡市予算内示に従い、スポーツ推進部会により基本計画の策定並びに事業費の配分を決定する。 

 (2) 事業計画及び収支予算案の作成 

   対象種目団体の強化部等において、各種目一貫指導マニュアル並びに５カ年計画に基づき事業計

画及び収支予算を作成する。 

 (3) 事業の実施 

   ① 申 請 

    対象種目団体は、事業費交付申請書（様式１）、事業計画書（様式２）、収支予算書（様式３）

及び要項（様式４）、選手（チーム）名簿を高岡市体育協会事務局へ提出する。 

   ② 報 告 

    各事業終了後、速やかに事業報告書（様式５、６）、収支決算書（様式７）及び参加者名簿（様

式８）を提出する。なお、支出に伴う領収書（コピー可）及び写真（活動風景が分かるもの）を

添付するものとする。 

   ③ 監 査 

    全事業終了後、高岡市体育協会は、必要な場合には対象種目団体の本事業に係る会計を監査す

ることがある。 

 

６ 実施上の留意点 

 (1) 事業計画書に記載された内容に著しく変更が生じたときには速やかに、その旨を高岡市体育協会

に報告し、指示を受けるものとする。 

 (2) 高岡市体育協会は、必要に応じて実施状況の聴取及び視察を行なう。 

 (3) 計画、実施にあたっては、学校行事を考慮すること。 

 (4) 参加者には、スポーツ傷害保険に加入させるものとする。 

 (5) 各実施事業参加にあたり、保護者の同意を得るものとする。 

 (6) (公財)日本スポーツ協会の「スポーツイベントの開催における感染拡大予防ガイドライン」及び各

競技種目団体のガイドラインなどの各種最新ガイドラインを取入れて事業を実施すること。 


